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第1章　計画の策定について

1．計画策定の趣旨

　わが国においては、高齢化が急速に進んでおり、令和元年10月1日現在で高齢化率は
28.4%となっています。今後も高齢化が進むと同時に、高齢者の考え方や価値観もさらに
多様化していくことが見込まれます。
　また、本市においても高齢化率は、令和元年10月1日現在で28.5%であり、過去に経験
したことのない急激な人口減少、少子・超高齢社会を迎えています。県内市町村の中では
低い方ですが、今後も高齢化が進み、特に75歳以上の高齢者や認知症高齢者の増加が
見込まれていることから、高齢者やそのご家族に「安心」をお届けするための施策を、
着実に進めていくことが必要です。
　本市においては、これまで第7期計画である「新潟市地域包括ケア計画［新潟市高齢者
保健福祉計画・介護保険事業計画］（平成30年度〜令和2年度）」により、高齢者を支える
各種施策に取り組んできましたが、同計画は3年に1度見直しを行っていることから、
新たに令和3年度から令和5年度までの第8期計画を策定しました。
　本計画は、高齢者の健康づくりや生きがいづくり、介護サービス基盤の整備など、本市の
高齢者施策について総合的かつ計画的に取り組むために策定するものです。高齢者が、
住み慣れた地域で、人や社会とつながり、健康で生きがいを持ち、いつまでもいきいきと
した生活ができるよう、「自分らしく安心して暮らせる健康長寿社会の実現」を基本理念に
掲げ、また、副題は、第7期に引き続き「地域包括ケアシステムの深化・推進」とし、その
実現を目指して、本計画に定める各種施策を推進します。
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2．計画の性格・位置づけ

　本計画は、老人福祉法第20条の8および介護保険法第117条の規定を踏まえ、老人福祉
計画と介護保険事業計画を一体的に策定しており、本市における高齢者保健福祉施策の
基本的な方針を示すものです。第6期（平成27年度〜平成29年度）以降は「地域包括ケア
計画」として位置づけられ、各計画期間を通じて地域包括ケアシステムを段階的に構築・
深化・推進していくこととしています。
　計画の策定にあたっては、「新潟市総合計画」、「新潟市地域福祉計画」を上位計画とし、
「新潟市健康づくり推進基本計画」、「新潟市障がい者計画」、「新潟市医療計画」などの諸
計画と調和を保っています。
　また、「新潟県高齢者保健福祉計画」、「新潟県地域保健医療計画」との整合性を図って
います。

■高齢者保健福祉計画
　高齢者の健康づくりや生きがいづくり、認知症の予防、一人暮らし高齢者への生活支援
など、高齢者を対象とする福祉サービス全般の供給体制について定めるものです。
■介護保険事業計画
　介護保険サービスの必要量を見込み、それを確保するための方策や保険料算定の基礎と
なる財政規模のほか、介護保険を円滑に運営するために必要な事業などについて定める
ものです。
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【目指す都市像】
・市民と地域が学び高め合う、安心協働都市
・田園と都市が織りなす、環境健康都市
・日本海拠点の活力を世界とつなぐ、創造交流都市

新潟市
地域包括ケア計画
新潟市
高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画



3

第1章　計画の策定について

第
1
章

資
料
編

資
料
編
　

用
語
解
説

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

資
料
編

3．計画期間

　高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は、3年を1期とした計画期間とされており、
第8期計画は令和3年度から令和5年度までとなっています。
　なお、第8期計画は、団塊の世代が後期高齢者となる2025年（令和7年）にとどまらず、
団塊ジュニア世代が65歳以上となり、高齢者人口がピークを迎えるとともに、現役世代が
急減する2040年（令和22年）を見据え、引き続き地域包括ケアシステムをより深化・推進
するため、高齢者の自立支援と介護予防、要介護状態の重度化防止に向けた取り組み等を
行っていくものです。

図　計画実施期間

4．計画の推進体制

　介護保険法においては、高齢者の自立支援や重度化防止の取り組みを推進するため、
PDCAサイクルを活用して保険者機能を強化していくことが求められています。
　本計画では毎年度、施策の実施状況および自立支援・重度化防止の目標達成状況について、
データに基づく課題分析を行い、目標の達成状況を評価、公表するとともに、学識経験者、
保健医療関係者、福祉関係者、公募委員など外部委員で構成する委員会などへの報告を
通じた計画の進捗管理を行います。

2040年（令和22年）までの見通し

2025年（Ｒ７）

団塊世代が
75歳に

2040年（Ｒ22）

団塊ジュニア世代が
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第８期計画
（Ｒ3～Ｒ５）

第7期計画
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第9期計画
（Ｒ6～Ｒ8）
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5．令和3年度介護保険制度の主な改正内容

　介護保険制度は、地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援
ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、「地域共生社会の
実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令和2年法律第52号）」により改正が
行われ、令和3年4月1日から施行されます。

⑴　地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進
　①　認知症施策の総合的な推進
　	 	　「認知症施策推進大綱」（令和元年6月18日認知症施策推進関係閣僚会議とり

まとめ）等を踏まえ、国・地方公共団体の努力義務として、地域における認知症の
人への支援体制の整備や予防の調査研究の推進等の認知症施策の総合的な推進
および認知症の人と地域住民の地域社会における共生を追加

　②　地域支援事業におけるデータ活用
　	 	　市町村の努力義務として、地域支援事業を実施するにあたっては、PDCAサイ

クルに沿って、効果的・効率的に取り組みが進むよう、介護関連データを活用し、
適切かつ有効に行うものとする

　③　介護サービス提供体制の整備
　	 	　適切な介護基盤整備を進めるため、有料老人ホームの情報の把握のための都道

府県・市町村間の情報連携強化

⑵　医療・介護のデータ基盤の整備の推進
　○　介護分野のデータ活用の環境整備

⑶　介護人材確保および業務効率化の取り組みの強化
　①　介護保険事業計画に基づく取り組み・事業者の負担軽減
　	 	　介護保険事業計画の記載事項として、介護人材の確保・資質の向上や、その

業務の効率化・質の向上に関する事項を追加
　②　有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化


